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空家等対策計画の実績報告について 

 

１．空家化の予防と空家等の適正管理 

（１）意識啓発・知識の普及 

・セミナー等の開催 

市民の空き家に関する知識の普及、予防や適正管理についての意識啓発を行うため、関係専門家と連携し

た、セミナーを開催した。セミナーを通して、参加者の片付け・終活への意識の向上を確認した。 

＊過去の開催状況 … H29 年度 2回、H30 年度 2 回、R 元年度 9 回、R2年度 10回、R3 年度 6回 

　　　　　　　　　　R4 年度 14回、R5 年度 12 回、R6 年度 2 回、R7年度 0 回 

　 

　　【 R6 年度 】 

テーマ：シニア世代の暮らし棚卸し講座～モノとココロの整理術～ 

団　体：津田市民センター　　 9 月 18 日　参加者 8 名 

講　師：一般社団法人さくらﾌﾞﾘｯｼﾞ 湯上みどり 

　　　　 

テーマ：人生ノートの書き方 

団　体：友和市民センター　　12 月 5 日　参加者 27 名 

講　師：一般社団法人さくらﾌﾞﾘｯｼﾞ 湯上みどり 

　　　　 

 

・啓発冊子作成、配布 

 

　　　●「マイエンディングノート」（無料、広告付：㈱ホープ） 

部数：平成 31 年 2 月（1,000 部）、令和 2 年 2 月、令和 3 年 2 月、令和 3年 10 月、令和 4年 10 月作成

（1,900 部）、令和 5 年 4 月作成（1,900 部）、令和 6 年 10 月作成（3,000 部）、令和 7 年 10 月作

成（3,000 部） 

配布：高齢介護課、市民センター、各支所、住宅政策課 

概要：エンディングノートは終活の一環として自分の思いや残された人々

に伝えたいことを書き記すノートのことで、市販されているものも

ある。「お家のこと」の項目を加え作成し、自宅の今後についても考

えるきっかけとしてもらい、空き家化の予防に繋げる。市民センタ

ーの終活講座等でも活用、広報はつかいちで配布を周知。マイエン

ディングノートを使用した終活セミナーを令和 5 年度に 3 箇所で開

催した。令和 6年 10 月から制作を高齢介護課が担い、「わたしの人

生のノート」にデザインを刷新した。「お家のこと」はもちろんのこ

と、ＡＣＰ（人生会議）の内容を盛り込む等、本市の独自性に長け

たノートとなっている。今後は、引き続き終活セミナーで活用する

ほか、福祉と住宅の連携をより強化していくきっかけとしていく。 

 

 

資料１
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　　　●「おくやみハンドブック」（無料、広告付：㈱ホープ） 

　　　　部数：令和 3 年 10 月、令和 4 年 11 月（1,400 部）、令和 5 年 9 月（1,500

部）、令和 6 年 6 月（1,900 部）、令和 7 年 6 月（1,900 部） 

　　　　配布：市民課窓口、各支所、住宅政策課 

　　　　概要：家族が亡くなられた際にかかる手続きを簡潔にお伝えし、遺族の 

負担を減らすことができるよう各担当部署や必要書類等をわかり 

やすくまとめたおくやみハンドブックを作成。 

住宅の相続手続きの必要性や不動産登記の重要性について掲載。 

令和 8年度以降、制作を市民課が担う。 

 

 

　　　●「終活べんり帳」（無料、広告付：㈱鎌倉新書） 

　　　　部数：令和 5 年 10 月（1,500 部）、令和 6 年 10 月（1,000 部）、令和 7 年

10 月（1,000 部） 

　　　　配布：地域包括支援センター、住宅政策課 

　　　　概要：令和 2年時点で 65歳以上の高齢者の約 5人に 1人が単身高齢者 

世帯。単身高齢者の終活支援を目的として、家財整理、介護、 

相続、不動産等について記載された冊子を作成。 

 

 

　　　●「空き家の手引き」（無料、広告付：㈱サイネックス） 

　　　　（令和 5年 12 月分は「空き家対策」という表題の冊子） 

　　　　部数：令和 5年 12 月（2,000 部）、令和 7 年 7 月（2,000 部） 

　　　　配布：市民センター、各支所、住宅政策課 

　　　　概要：適正管理がなされていない空き家所有者に向け、空き家の管理、処

分、活用等について案内。本市の空き家バンク制度や老朽危険空き

家解体補助金の案内も掲載。                                  
 

 

（２）空家化の予防のための相談体制の充実 

・佐伯及び吉和支所、地域支援員との情報共有 

佐伯及び吉和支所、地域支援員と空き家相談について常に情報を共有しており、相談者に空き家活用や

バンク登録を案内する体制が整っている。また、2 か月に 1 回空き家バンク協議会を開催するなどし、他

の関係課と空き家情報を共有しており、空家化の予防策を検討している。 

・一人暮らし高齢者等の居住、住宅管理などに関連する相談体制の充実 

　　　　一人暮らし高齢者等の住まいに関連する相談については、戸建て住宅からの住み替えを希望されるケー

スがあるため、市営住宅を案内するほか、はつかいち生活支援センターと連携し、民間賃貸住宅への入居

につなげている。ただ、民間賃貸住宅への入居を拒否されることがあるため、現在は、廿日市市居住支援

協議会において、住宅確保要配慮者が円滑に住まいを探すことができ、安心して暮らし続けることができ

る環境を整備することを目的に、住宅確保要配慮者であることを理由に仲介を拒否することなく、住まい
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探しを協力的に行う住まい探しの協力店の一覧の作成を進めている。 

 

２．空家等の活用の促進 

（１）空き家バンク制度の活用 

　　　　セミナーや空き家バンク冊子により、空き家バンク制度及び物件について広く周知している。 

※R7 年度は R8年 2月 16 日現在の件数 

 

（２）空き家活用支援補助金の交付 

　　（平成 25年 4月 1日制定、令和 6 年 7 月 1 日改訂） 

　　　※R7 年度は R8年 2月 16 日現在の件数 

 

　（３）廿日市市佐伯地域及び吉和地域定住促進補助金の交付 

（令和元年 6 月 1 日制定、令和 4年 6月 1日改訂） 

※R7 年度は R8年 2月 16 日現在の件数 

 

　　 

（４）空家等対策事業者情報登録制度の運用（H30 年 11 月要綱制定） 

空き家への対応に係るサービスの実績がある事業者を募集し、登録することで、空き家の所有者又は管

理者に空家等対策協力事業者名簿として情報提供した。空き家バンクの売買、賃貸などの仲介に活用され

ている状況有り。（情報提供のため、実績等の具体的な件数は把握できていない。） 

＊登録事業者数：22 件※R8年 2月 16 日現在 

 

 年度 新規登録件数 成約件数 年度 新規登録件数 成約件数

 H28 年度 8 件 2件 R3 年度 21件 20 件

 H29 年度 5 件 6件 R4 年度 17件 18 件

 H30 年度 10 件 9件 R5 年度 29件 18 件

 R1 年度 26 件 12 件 R6 年度 34件 23 件

 R2 年度 15 件 15 件 R7 年度 22件 17 件

 年度 件数 金額 年度 件数 金額

 H28 年度 2 件 80,000 円 R3 年度 28件 5,976,000 円

 H29 年度 5 件 971,000 円 R4 年度 32件 5,955,000 円

 H30 年度 9 件 1,689,000 円 R5 年度 53件 11,270,000 円

 R1 年度 18 件 3,330,000 円 R6 年度 35件 5,932,000 円

 R2 年度 35 件 4,536,000 円 R7 年度 28件 5,745,000 円

 年度 交付件数 相談件数 年度 交付件数 相談件数

 R1 年度 0 件 9件 R4 年度 3件 4件

 R2 年度 4 件 7件 R5 年度 6件 8件

 R3 年度 1 件 3件 R6 年度 6件 7件

 R7 年度 5件 5件
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（５）空家活用の促進に向けた地域における試行的取組 

①住宅団地における取組 

今後の空き家の増加や地域活力の低下が懸念される住宅団地の活性化をテーマに、協働による空き家活用

等の推進に向け取組を進めた。令和 4 年度より、団地造成後の一斉入居により、現在高齢化が顕著となって

いる宮園をモデルとし取組を進めた。 

　　　平成 30 年度：意識醸成も含め現状と課題整理、将来ビジョンの検討 

阿品台まちづくり勉強会（WS 形式 3回）の開催 

令和元年度：阿品台まちづくりビジョンの作成、地域組織体制の調整 

　　　　　　　　　阿品台まちづくり勉強会（WS 形式 1 回、講座 1 回）の開催 

毘沙門台団地視察、住まいの今後に関するアンケート調査 

　　　令和 2年度：令和元年度に実施した住まいの今後に関するアンケート調査結果を団地住民へ配付 

空き家に関する個別相談会の実施 

　　　令和 4年度：宮園団地の住まいに関するアンケート調査 

令和 5年度：宮園団地の住まいに関するアンケート調査報告会の開催 

　　　　　　宮園団地の課題やニーズに対する取組を検討するための意見交換会（全 5 回）を開催  

第 1回（ 9 月 23 日）：先進地（美鈴が丘団地）の取組紹介 

第 2回（11 月 10 日）：先進地（美鈴が丘団地）視察 

第 3回（11 月 20 日）：宮園団地のフィールドワーク 

第 4回（ 2 月 10 日）：宮園団地の住まいづくり指針の検討・作成（まち・団地編） 

第 5回（ 2 月 25 日）：宮園団地の住まいづくり指針の検討・作成（住まい編） 

　　　令和 6年度：宮園団地での住民主体による取組実施につなげるためのワークショップの開催（9 月 15日） 

　　　　　　　　　参加住民が選ぶ主要な地域課題：「空き家」、「遊休施設・空き店舗」、「交通・移動、医療・

介護」、「自治会・担い手」 

　　　　　　　　　宮園団地の住民に対する市の空き家対策の取組共有（11 月 11 日） 

　　　令和 7年度：宮園団地の空き家部会との空家対策の取組共有（適宜） 

　　　　　　　　　阿品台まちづくり委員会との空き家対策の取組共有（11 月 18 日） 

 

②中山間地域における取組 

地域課題を踏まえ、移住・定住を促進するための空き家の活用を図るため、地域づくりに関連する多様な

主体と協働で空き家の活用を推進し、具体的な取組の実現を段階的に実施した。 

平成 30 年度：現状と事業化の実現性の把握、空き家活用事業の検討 

吉和地域事業者へのヒアリング、先進事例からの事業化調査 

令和元年度：空き家の掘り起こし、プレイヤーの育成 

佐伯工業団地内の企業へのアンケート及びヒアリングの実施 

セミナーをとおして地域の方々への意識啓発 

　　令和 2年度：空き家活用リノベーション事業化可能性調査 

　　　　　　　　　中山間地域の候補物件の視察・決定、ワークショップの開催 

　　令和 3年度：市営向原住宅リノベーション 

　　　　　　　　　市営向原住宅の空き室にてワークショップ形式でリノベーションを実施（全 6 回） 

　　　　　　　　空き家のお助けパートナー養成講座 

吉和地域及び佐伯地域（津田・浅原）で地域の空き家問題について、行政や専門家につな
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ぐ橋渡し役の育成を目的とする講座（各 4回構成）を実施 

　　令和 4年度：空き家のお助けパートナー養成講座 

玖島地区において同様に実施。 

　　　令和 5年度：空き家のお助けパートナー養成講座 

　　　　　　　　　　友和地区において同様に実施。 

　　　　　　　　　地域版空き家バンク運営開始 

　　　　　　　　　　津田地区の空き家バンク運営を地元団体に業務委託。空き家の掘り起こし及び相談対応の 

　　　　　　　　　円滑化を促進。 

　　　令和 6年度：空き家のお助けパートナー養成講座 

　　　　　　　　　吉和地域及び佐伯地域（津田・浅原・玖島・友和）で振り返り講座を実施。 

　　　　　　　　　地域版空き家バンクの運営継続 

令和 7年度：空き家のお助けパートナー養成講座 

　　　　　　　　　吉和地域及び佐伯地域（玖島・友和）で振り返り講座を実施。 

　　　　　　　　　地域版空き家バンクの運営継続 

 

 

　　　●地域版空き家バンク（津田地区）の運用実績 

　　　空き家バンクの登録・成約件数 

　　　 

３．危険空家の解消 

（１）危険空家への対応状況 

　　平成 28年の空き家実態調査において把握した、「建物の危険度が大もしくは中」のうち、衛生、生活環境、

景観の面で影響度が大きい、危険空家 28 件の所有者等に対し、適正管理指導等を実施した。そのうち 22件が

改善に至っている。 

 

 年度 新規登録件数 成約件数

 R3 年度 3 件 4 件

 R4 年度 2 件 2 件

 R5 年度 5 件 3 件

 R6 年度 7 件 3 件

 R7 年度 6 件 2 件

 ※R7 年度は R8 年 2 月 16 日現在の件数

 地域別内訳 （件）

 
地域

危険空家 

（うち、特定空家等）
解体もしくは措置済 残戸数

 廿日市 7 （2） 5 （2） 2

 佐伯 12 （3） 11 （3） 1

 吉和 4 （0） 2 （0） 2

 大野 5 （0） 4 （0） 1

 計 28 （5） 22 （5） 6
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＊宮島地域は対象 0 件 

 

（２）特定空家等の対応状況 

　　危険空家等のうち、保安上の危険性が高まっている 5 件を以下のとおり特定空家等と認定しており、うち 2

件は法定措置前に解体、残り 3 件は法定措置を実施後に解体に至っている。 

　　現在、全ての特定空家等は解体済である。 

・平成 29 年 12 月：特定空家等 3 件について、助言・指導書（法第 14条第１項）を通知（平成 30年 1月） 

うち１件に対して、勧告書を通知（平成 30年 12 月） 

・平成 30 年 3 月：特定空家等 2 件について、法定措置前に解体（平成 30 年 11 月） 

　　・平成 31 年 4 月：特定空家等 1 件について、略式代執行により解体済 

　　・令和元年 6 月：特定空家等 1 件について、所有者により解体済 

・令和元年 12 月：特定空家等 1 件について、所有者により解体済 

 

＊吉和、大野、宮島地域は対象 0 件 

 

（３）危険空家に対する今後の対応 

　　　残りの危険空家 6 件について、毎年現地確認を行っている。いずれも今のところ保安上の危険性は低いこ

とから、引き続き経過観察し、状況に応じて所有者に対して是正を促していく。 

（４）適正に管理されていない空き家への対応状況 

　　　近隣住民等から空き家の管理不全（草木繁茂による敷地境界の越境、ハチの巣の放置、小動物の棲み着き

等）について通報を受け、所有者に対して適正管理を促すよう文書送付や訪問等を行った。通報件数は 428

件、是正件数は 239 件、未是正件数は 189 件である。そのうち、現段階での調査の結果、所有者所在の件数

は 179 件、所有者不在の件数は 2 件、所有者不存在の件数は 8件である。 

 

 地域別内訳 （件）

 

地域 特定空家等

法定措置

解体済 残戸数  助言・指導

 勧告

 廿日市 2 2 1 2 0

 佐伯 3 1 0 3 0

 計 5 3 1 5 0

 年度別通報件数等 （件）

 

年度 通報件数 是正件数

未是正件数

 所有者所在 

件数

所有者不在 

件数（※1）

所有者不存在

件数（※2）

 H28 55 35 20 19 0 1

 H29 59 39 20 20 0 0

 H30 33 17 16 15 0 1

 H31 24 17 7 6 0 1

 R2 33 11 22 22 0 0
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　　（※1）所有者の行方が分からないこと。 

（※2）所有者及び相続人が存在しないこと。 

（※3）R7 年度の各件数は、令和 8年 2月 16 日現在 

 

（５）所有者所在の空き家への対応 

　　所有者所在の空き家は 179 件あり、所有者に対して定期的に通知を送付している。対応されない空き家につ

いては、所有者の親族の所在を調べて、同様の通知を送付し、対応を促している。活用や除却の参考となるよ

う空家等対策事業者情報登録制度に登録される事業者を案内するなど、今後も引き続き適正管理を促していく。 

 

（６）所有者不在の空き家への対応 

　　所有者不在の空き家件数は 2 件である。令和 4年度の 1件については、資料 2のとおり、対応を進めている。

最近明らかとなったため、1件は今後対応を検討していく。 

 

 

（７）所有者不存在の空き家への対応 

　　所有者不存在の空き家件数は 8件である。このうち、令和 6 年度の 2 件については、資料 3,4 のとおり、相

続財産清算人制度の活用により、対応を進めている。残りの 6件については、課税課への固定資産税情報及び

戸籍照会により所有者及び相続人を調査した結果、所有者及び相続人が存在しない、もしくは相続放棄により

相続人がいないことが明らかとなっている。いずれも保安上の危険は無く、経過観察できる状態である。市街

地に立地する空き家については、空き家及び土地の活用の視点から、引き続き相続財産清算人制度の活用を検

討し、空き家の循環を促進させていく。

 R3 59 35 24 23 0 1

 R4 44 27 17 14 1 2

 R5 36 23 13 12 1 0

 R6 45 20 25 23 0 2

 R7(※3) 40 15 25 25 0 0

 計 428 239 189 179 2 8


